
 

 

一般社団法人 静岡法人会 

第 12 回 定 時 総 会  参 考 書 類 
 

 

日 時   令和 6 年 6 月 4 日（火）  午後２時００分 開会 

         

会 場    ホテルアソシア静岡（葵区黒金町 56番地） 

 

 

 議 題 

［決議事項］ 

(１)令和 5年度計算書類承認の件 

監査報告 

［報告事項］ 

(１)令和 5年度事業報告 

(２)令和 6年度事業計画の報告 

(３)令和 6年度収支予算の報告 

令和 7年度税制改正要望事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和 5 年度 事業報告 

（自令和 5年 4月 1日 至令和 6年 3月 31 日） 

 

令和 5年度の事業活動の基本方針に沿って、公益性、透明性を高めながら、法令・定款・諸規

程を遵守し、委員会、支部及び部会が連携して各種事業を的確に実施しました。前年に比べ、新

型コロナウィルスの５類移行による緩和政策で、おおむね順調に事業が行えました。 

 

Ⅰ 令和 5年度の事業の概要（重点事項） 

 

１ 「税知識の普及」「納税意識の高揚」「税制・税務に関する提言」事業の推進 

  適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与する目的の実現に

向けて、児童に対する租税教育活動、税務研修会、広報活動、税制改正に関する提言活動を

実施しました。 

２ 会員及び地域発展のための事業の推進 

  当会を維持し運営を支える会員が、会員であることのメリットを享受できるように、会員

のための福利厚生事業、会員支援のための各種講演会・セミナー、視察研修会及び親睦・交

流会並びに全国各地の法人会との連携強化を図る事業を実施しました。 

あわせて、各種講演会・セミナーは積極的に地域・一般市民に公開し、地域の経済発展に

貢献するよう努力しました。 

３ 組織基盤の強化 

  当会の目的を達成するための基礎となる組織基盤強化のため、組織委員会、支部理事会で

決定した活動方針に基づいて支部役員が中心となり、協力金融機関及び福利厚生制度取扱会

社の協力を得て、会員増強活動に取り組みました。 

 

Ⅱ 主な事業活動 

 

《公益目的事業関係》 

１ 税知識普及・納税意識高揚事業 

改正税法説明会、シリーズ税務・実務研修会、大規模法人研修会、夏休み親子税金教室

（静岡納税貯蓄組合連合会との共催による税金スタンプラリー）、「ｅ-Ｔａｘ杯親子ＰＫ大

会」を絡めた青空税金教室、「税に関する絵はがきコンクール」、市内小学校における「租税

教室」を開催。税務連絡協議会へ参画し、税を考える週間行事（税の広場開設、税の作品表

彰・展示、税務関係広報冊子の配布）を実施。新設法人説明会の開催。 

広報誌「ほうじん静岡」（年 2回発行）へ税に関する情報の掲載。全法連発行の情報誌

「ほうじん」や「改正税法のあらまし」など税に関する冊子の配布。ホームページへは税情

報の掲載や「消費税」、「マイナンバー制度」、「電子申告の推進」など国税庁ホームページへ

のリンクバナー貼付を行い、内容の充実を図りました。 

 



 

 

 

特に、未来を担う児童への租税教育活動についてはコロナ禍という厳しい環境の中、青年

部会は、小学校へ出向き６年生の社会科授業として「租税教室」、女性部会は、「税に関する

絵はがきコンクール」を継続して実施しました。 

２ 税制に関する提言事業 

 税制アンケートの実施、税制委員会による税制改正要望事項の協議・取りまとめを経た要

望書を県連に提出。県連では各単位会の要望を集約し、全法連で提言書として取りまとめ、

各省庁、各政党、地方公共団体などに対して全国的に提言活動を行いました。 

当会では、静岡市長、市議会議長及び管内選出の国会議員に対して提言を行いました。 

３ 地域企業発展事業 

  企業の経営・会計・税務知識向上のため、実務（会計、経営等）セミナー、経済講演会、

新入社員研修会を開催しました。 

４ 社会貢献事業 

 公開講演会・セミナー、地域社会への寄付・寄贈（本会で能登半島地震災害義援金を日本

赤十字社へ寄付、女性部会による古切手・タオルの収集寄贈、能登半島地震災害義援金を日

本赤十字社へ寄付、青年部会は輪島法人会・七尾法人会の両青年部会へ能登半島地震災害見

舞金を寄付、なお全法連の災害義援金の総額は約 44百万円となりました。）インターネット

セミナーの提供などを行いました。 

  

 

《収益・共益事業関係》 

１ 収益事業 

生活習慣病予防健診（2回開催）を行いました。 

２ 共益事業 

（１）福利厚生事業 

大同生命・ＡＩＧ損害保険・アフラックと提携する「経営者大型総合保障制度」「法人会

のビジネスガード」「がん保険、医療保険」の推進、福利厚生制度推進連絡協議会を開催し

ました。 

（２）会員支援・交流事業 

会員向け講演会やセミナー、視察研修会、連携融資制度、貸倒保証制度、事業承継支援

制度、人間ドック法人会コース、カルチャー教室の斡旋、支部・部会の会員交流会などを

実施しました。 

３ 会員増強活動 

組織委員会、支部理事会で決定した活動方針に基づいて、支部役員が中心となり、協力金

融機関及び福利厚生制度取扱会社の協力を得て、増強活動に取り組み１５９社が入会し、期

末現在の会員数は４，６１７社（加入率 40.5％）となりました。 

 

 



 

 

 

         単位(円)

当年度 前年度 増　減

Ⅰ

1

現金 114,463 3,256 111,207

普通預金 46,858,070 47,016,462 △ 158,392

定期預金 14,007,974 14,007,736 238

未収会費 127,000 173,000 △ 46,000

仮払金 0 0 0

61,107,507 61,200,454 △ 92,947

2

基本財産

　定期預金 5,337,838 5,337,838 0

基本財産計 5,337,838 5,337,838 0

特定資産

　退職給付引当資産 22,290,147 20,674,867 1,615,280

　備品減価償却引当資産 0 1,615,280 △ 1,615,280

　部会周年事業引当資産 2,600,000 2,250,000 350,000

特定資産計 24,890,147 24,540,147 350,000

その他の固定資産

　什器備品 8 113,754 △ 113,746

　差入保証金 4,490,000 4,490,000 0

その他の固定資産計 4,490,008 4,603,754 △ 113,746

34,717,993 34,481,739 236,254

95,825,500 95,682,193 143,307

Ⅱ

1

法人税等引当金 71,000 71,000 0

預り金 298,367 284,987 13,380

未払金 450,427 0 450,427

819,794 355,987 463,807

2

退職給付引当金 22,290,147 20,674,867 1,615,280

役員退職慰労引当金 0 0 0

22,290,147 20,674,867 1,615,280

23,109,941 21,030,854 2,079,087

Ⅲ

1 72,715,559 74,651,339 △ 1,935,780

(5,337,838) (5,337,838)

(24,890,147) (24,540,067)

2 0

0

0

72,715,559 74,651,339 △ 1,935,780

95,825,500 95,682,193 143,307負債及び正味財産合計

指定正味財産の部

  (うち基本財産への充当額)

  (うち特定資産への充当額)

正味財産合計

負債合計

正味財産の部

一般正味財産の部

  (うち基本財産への充当額)

  (うち特定資産への充当額)

負債の部

流動負債

固定負債

固定負債合計

流動負債合計

資産合計

貸   借   対   照   表
令和6年3月31日現在

科　　　　　目

資産の部

流動資産

流動資産合計

固定資産

(1)

(2)

(3)

固定資産合計

 



 

 

当　年　度 前　年　度 増　　　減 備　考

Ⅰ 【一般正味財産の部】
1

(1) 経常収益
基本財産運用益 91 90 1
　基本財産受取利息 91 90 1
特定資産運用益 380 359 21
　特定資産受取利息 380 359 21
受取会費 31,418,500 31,880,400 △ 461,900
　会員会費収入 31,418,500 31,880,400 △ 461,900
事業収益 6,760,290 3,862,691 2,897,599
  研修事業収益 0 0 0
　福利厚生事業収益 385,280 336,666 48,614
　会員親睦事業収益 6,375,010 3,515,293 2,859,717
　簡易保険取扱収益 0 10,732 △ 10,732
受取助成金等 29,498,048 29,430,916 67,132
　受取県連補助金等 2,260,148 2,563,816 △ 303,668
　受取全法連助成金振替額 27,237,900 26,867,100 370,800
受取負担金 5,482,000 5,612,000 △ 130,000
　部会受取負担金 5,482,000 5,612,000 △ 130,000
受取寄付金 202,756 168,521 34,235
　募金収益 202,756 168,521 34,235
雑収益 1,072,223 1,365,488 △ 293,265
　受取利息 778 762 16
　雑収益 1,071,445 1,364,726 △ 293,281
経常収益計 74,434,288 72,320,465 2,113,823

(2) 経常費用
公益目的事業会計 37,205,886 32,740,128 4,465,758
　給料手当 15,674,010 12,358,579 3,315,431
　退職給付費用 953,017 590,000 363,017
　福利厚生費 2,706,063 2,243,246 462,817
　会議費 915,424 641,444 273,980
　旅費交通費 1,531,089 1,243,481 287,608
　通信運搬費 2,547,278 2,524,974 22,304
　減価償却費 67,111 115,050 △ 47,939
  消耗什器備品費 341,377 489,881 △ 148,504
　消耗品費 593,878 559,234 34,644
　印刷製本費 2,663,985 2,691,919 △ 27,934
  光熱水道費 134,074 150,181 △ 16,107
　賃借料 2,760,770 2,760,770 0
　諸謝金 2,881,560 2,525,629 355,931
　支払負担金 183,600 160,000 23,600
　委託費 613,680 737,137 △ 123,457
　会場費 1,727,557 2,069,719 △ 342,162
  事務所管理費 849,453 849,453 0
　支払手数料 2,240 1,485 755
　雑費 59,720 27,946 31,774
収益事業等会計 25,406,680 22,352,593 3,054,087
　給料手当 5,047,561 3,979,880 1,067,681
　退職給付費用 306,902 190,000 116,902

単位(円)

科 　　　　目

正味財産増減計算書
自　令和5年4月1日
至　令和6年3月31日

経常増減の部

 



 

 

　福利厚生費 871,443 722,400 149,043
　会議費 3,770,962 3,439,313 331,649
　旅費交通費 132,801 122,215 10,586
　通信運搬費 282,960 275,296 7,664
　減価償却費 21,611 37,050 △ 15,439
  消耗什器備品費 109,934 157,757 △ 47,823
　消耗品費 315,921 115,267 200,654
　印刷製本費 153,007 91,202 61,805
　光熱水道費 43,175 48,362 △ 5,187
　賃借料 889,060 889,060 0
　諸謝金 1,143,274 732,351 410,923
　支払負担金 169,440 114,000 55,440
　委託費 41,429 80,256 △ 38,827
　会場費 182,720 480,098 △ 297,378
　広告宣伝費 0 0 0
  会員交流費 11,257,135 10,273,267 983,868
  事務所管理費 273,551 273,551 0
　支払手数料 330 5,412 △ 5,082
  支払寄付金 202,756 244,397 △ 41,641
　雑費 190,708 81,459 109,249
法人会計 13,686,502 11,745,581 1,940,921
　給料手当 5,844,545 4,608,283 1,236,262
　退職給付費用 355,361 220,000 135,361
　福利厚生費 1,009,038 836,464 172,574
　会議費 2,061,850 1,526,424 535,426
　旅費交通費 153,770 141,512 12,258
　通信運搬費 327,639 318,764 8,875
　減価償却費 25,024 42,900 △ 17,876
　消耗什器備品費 127,292 182,667 △ 55,375
　消耗品費 78,067 75,572 2,495
　印刷製本費 146,609 63,367 83,242
　光熱水道費 49,993 55,999 △ 6,006
　賃借料 1,029,438 1,029,438 0
　租税公課 2,600 2,000 600
　支払負担金 772,363 923,763 △ 151,400
  委託費 47,971 92,928 △ 44,957
　渉外慶弔費 0 0 0
　表彰費 467,125 392,854 74,271
　事務所管理費 316,744 316,744 0
　支払手数料 347,073 319,165 27,908
　雑費 524,000 596,737 △ 72,737
経常費用計 76,299,068 66,838,302 9,460,766

△ 1,864,780 5,482,163 △ 7,346,943
2

(1) 経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用計 0 0 0

　固定資産除却損 0 0 0
0 0 0

3 71,000 71,000 0

4 △ 1,935,780 5,411,163 △ 7,346,943
74,651,339 69,240,176 5,411,163
72,715,559 74,651,339 △ 1,935,780

Ⅱ
27,237,900 26,867,100 370,800

△ 27,237,900 △ 26,867,100 △ 370,800

Ⅲ 72,715,559 74,651,339 △ 1,935,780【正味財産期末残高】

受取全法連助成金
一般正味財産への振替額

当期経常増減額
経常外増減の部

経常外増減額
法人税事業税等

当期一般正味財産増減額

【指定正味財産増減の部】

一般正味財産期末残高
一般正味財産期首残高

 



 

 

 

　［単位：円］

科　　　　　　　　　　　目 公1 公2 共　通 小　計 収1 他1 小　計 法人会計 内部取引控除 合　　計

税環境改善事業 地域環境改善事業 福利厚生事業 会員支援事業

Ⅰ一般正味財産増減の部

　１経常増減の部

　(１)経常収益

　　　基本財産運用益

　　　　基本財産受取利息 91 91 91

　　　特定資産運用益

　　　　特定資産受取利息 380 380 380

　　　受取会費

　　　　会員会費収入 9,730,000 9,730,000 12,750,000 12,750,000 8,938,500 31,418,500

　　　事業収益

　　　　研修会事業収益

　　　　福利厚生事業収益 385,280 385,280 385,280

　　　　会員親睦事業収益 6,190,010 6,190,010 185,000 6,375,010

　　　受取補助金等

　　　　受取県連補助金等 200,000 200,000 2,060,148 2,260,148

　　　　受取全法連助成金振替額 27,237,900 27,237,900 27,237,900

　　　受取負担金

　　　　部会受取負担金 5,482,000 5,482,000 5,482,000

      受取寄付金

　　　　募金収益 202,756 202,756 202,756

　　　雑収益

　　　　受取利息 95 95 683 778

      　雑収益 406,002 406,002 665,443 1,071,445

【経常収益計】 200,000 0 36,967,991 37,167,991 385,280 25,031,243 25,416,523 11,849,774 74,434,288

　(２)経常費用

　　　事業費

　　　　役員報酬 0 0 0 0 0 0 0

　　　　給料手当 8,501,159 7,172,851 15,674,010 265,661 4,781,900 5,047,561 20,721,571

　　　　退職給付費用 516,892 436,125 953,017 16,152 290,750 306,902 1,259,919

　　　　福利厚生費 1,467,696 1,238,367 2,706,063 45,865 825,578 871,443 3,577,506

　　　　会議費 717,529 197,895 915,424 0 3,770,962 3,770,962 4,686,386

　　　　旅費交通費 1,173,471 357,618 1,531,089 6,989 125,812 132,801 1,663,890

　　　　通信運搬費 2,145,176 402,102 2,547,278 14,892 268,068 282,960 2,830,238

　　　　減価償却費 36,400 30,711 67,111 1,137 20,474 21,611 88,722

　　　　消耗什器備品費 185,155 156,222 341,377 5,786 104,148 109,934 451,311

　　　　消耗品費 498,069 95,809 593,878 3,548 312,373 315,921 909,799

　　　　印刷製本費 2,403,870 260,115 2,663,985 6,664 146,343 153,007 2,816,992

　　　　光熱水料費 72,719 61,355 134,074 2,272 40,903 43,175 177,249

　　　　賃借料 1,497,368 1,263,402 2,760,770 46,792 842,268 889,060 3,649,830

　　　　諸謝金 339,000 2,542,560 2,881,560 0 1,143,274 1,143,274 4,024,834

　　　　支払負担金 127,000 56,600 183,600 0 169,440 169,440 353,040

　　　　委託費 359,777 253,903 613,680 2,180 39,249 41,429 655,109

　　　　会場費 197,340 1,530,217 1,727,557 0 182,720 182,720 1,910,277

　　　　広告宣伝費 0 0 0 0 0

　　　　会員交流費 0 0 11,257,135 11,257,135 11,257,135

　　　　事務所管理費 460,722 388,731 849,453 14,397 259,154 273,551 1,123,004

　　　　支払手数料 2,240 2,240 0 330 330 2,570

　　　　支払寄付金 0 0 202,756 202,756 202,756

　　　　雑費 14,020 45,700 59,720 0 190,708 190,708 250,428

科　　　　　　　　　　　目 公1 公2 共　通 小　計 収1 他1 小　計 法人会計 内部取引控除 合　　計

税環境改善事業 地域環境改善事業 福利厚生事業 会員支援事業

　　　管理費

　　　　役員報酬 0 0

　　　　給料手当 5,844,545 5,844,545

　　　　退職給付費用 355,361 355,361

　　　　福利厚生費 1,009,038 1,009,038

　　　　会議費 2,061,850 2,061,850

　　　　旅費交通費 153,770 153,770

　　　　通信運搬費 327,639 327,639

　　　　減価償却費 25,024 25,024

　　　　消耗什器備品費 127,292 127,292

　　　　消耗品費 78,067 78,067

　　　　印刷製本費 146,609 146,609

　　　　光熱水料費 49,993 49,993

　　　　賃借料 1,029,438 1,029,438

　　　　租税公課 2,600 2,600

　　　　支払負担金 772,363 772,363

　　　　委託費 47,971 47,971

　　　　渉外慶弔費 0 0

　　　　表彰費 467,125 467,125

　　　　事務所管理費 316,744 316,744

　　　　支払手数料 347,073 347,073

　　　　雑費 524,000 524,000

【経常費用計】 20,713,363 16,492,523 0 37,205,886 432,335 24,974,345 25,406,680 13,686,502 0 76,299,068

　　評価損益等調整前当期経常増減額 -20,513,363 -16,492,523 36,967,991 -37,895 -47,055 56,898 9,843 -1,836,728 -1,864,780

　　　基本財産評価損益等

    　特定資産評価損益等

   　 投資有価証券評価損益等

　　評価損益等計

【当期経常増減額】 -20,513,363 -16,492,523 36,967,991 -37,895 -47,055 56,898 9,843 -1,836,728 -1,864,780

　２経常外増減の部

　(１)経常外収益

　　　固定資産売却益

【経常外収益計】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　(２)経常外費用

　　　固定資産除却損 0 0

【経常外費用計】 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【当期経常外増減額】 0 0

　３法人税事業税等 71,000 71,000 71,000

　４当期一般正味財産増減額 -20,513,363 -16,492,523 36,967,991 -37,895 -118,055 56,898 -61,157 -1,836,728 -1,935,780

　　一般正味財産期首残高 74,651,339 74,651,339

　　一般正味財産期末残高 -20,513,363 -16,492,523 36,967,991 -37,895 -118,055 56,898 -61,157 72,814,611 72,715,559

Ⅱ指定正味財産増減の部

　　受取全法連助成金 27,237,900 27,237,900 27,237,900

　  一般正味財産への振替額 -27,237,900 -27,237,900 -27,237,900

　　指定正味財産期首残高 0 0

　　指定正未財産期末残高 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 -20,513,363 -16,492,523 36,967,991 -37,895 -118,055 56,898 -61,157 72,814,611 0 72,715,559

 正味財産増減計算書内訳表

収益事業等会計公益目的事業会計

公益目的事業会計 収益事業等会計

　　　　　　 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで



 

 

1.　重要な会計方針

(2)引当金の計上基準

    退職給付引当金及び役員退職慰労引当金

(3)消費税等の会計処理

    消費税込額で表示している。

2.　基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高

        単位(円)

科  　 　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

  定期預金 5,337,838 0 0 5,337,838

小　　　計 5,337,838 0 0 5,337,838

特定資産

  退職給与引当資産 20,674,867 1,615,280 0 22,290,147

  備品減価償却引当資産 1,615,280 0 1,615,280 0

  部会周年事業引当資産 2,250,000 350,000 0 2,600,000

小 　　   計 24,540,147 1,965,280 1,615,280 24,890,147

合　　　　計 29,877,985 1,965,280 1,615,280 30,227,985

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

        単位(円)
うち指定正味財産 うち一般正味財産 うち負債に

からの充当額 　からの充当額 対応する額

基本財産

  基本財産定期預金 5,337,838 0 5,337,838 0

小　　　計 5,337,838 0 5,337,838 0

特定資産

  退職給与引当資産 22,290,147 0 0 22,290,147

  備品減価償却引当資産 0 0 0 0

  部会周年事業引当資産 2,600,000 0 2,600,000 0

小　　　計 24,890,147 0 2,600,000 22,290,147

合　　　計 30,227,985 0 7,937,838 22,290,147

科　　　目 当期末残高

財務諸表に対する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

    定額法による減価償却を実施している。

　 事務局職員及び常勤役員の退職給付に備えるたため、当期末において発生していると認められ
る額を、期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高は、次のとおりである。

基本財産及び特定資産の財源の内訳は次のとおりである。

 



 

 

4.　引当金の明細

引当金の内訳は次のとおりである。

        単位(円)

科　　　目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

 退職給付引当金 20,674,867 1,615,280 0 22,290,147

 役員退職慰労引当金 0 0 0 0

合　　　計 20,674,867 1,615,280 0 22,290,147

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

        単位(円)

科　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

什器備品 1,729,034 1,729,026 8

６.　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

        単位(円)

補助金

　　　　県連補助金等 2,260,148 2,260,148 0

助成金

全法連助成金　 27,237,900 27,237,900 0

29,498,048 29,498,048 0

7.　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

        単位(円)

内　　　容 金　　　額

経常収益への振替額

    事業費計上による振替額 27,237,900

一般社団法人静岡
県法人会連合会

公益財団法人全国
法人会総連合

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

合　　　計

補助金等の名称 交 付 者 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監 査 報 告 書 

 

私たち監事は、令和 5 年４月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務

執行状況及び財産の状況を監査しましたので、次のとおり報告いたします。 

 

1 監査の方法及びその内容 

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備

に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年

度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿

又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び

正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。 

 

2 監査意見  

(1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認

めます。 

② 理事の職務の執行に関する不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重

要な事実は認められません。 

 

(2) 計算書類及びその附属明細書監査結果 

正味財産増減計算書類及び附属明細書並びに貸借対照表は、法人の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。 

 

 

 

令和 6 年 4 月 5 日 

一般社団法人 静岡法人会 

 

             

           監 事 永田 高志   ㊞    

 

 

監 事 林  隆裕  ㊞ 

 

 

監 事 松世 弘   ㊞ 



 

 

令和 6 年度事業計画 

（自令和 6年 4月 1日 至令和 7年 3月 31 日） 

 

法人会は、税のオピニオンリーダーたる経営者の団体として、正しい税知識の普及を通じた納

税意識の向上と企業経営及び社会の健全な発展に会員の皆様と貢献します。 

そのため、これまでと同様に法令・定款・諸規程を遵守し、より公益性・透明性を高めながら、

事業活動を推進します。 

 

Ⅰ 基本方針 

１ 税務当局と連携のもと、正しい税知識の普及と納税意識の高揚を図ります。 

２ 適正公平、かつ、中小企業の活性化と安定的な経済成長を導く税制の確立に向けて、税制

に関する提言活動を実施します。 

３ 地域企業の健全な発展のため、各種研修会、講演会を実施します。 

４ 地域社会への貢献活動を推進します。 

５ 会員支援事業、会員交流事業、福利厚生事業を推進して、魅力ある会を目指します。 

６ 「組織基盤」及び「財政基盤」の一層の強化に努めます。 

 

Ⅱ 主な事業実施計画 

 

《 公益目的事業 関係 》 

１ 税知識普及・納税意識高揚事業 

（１）次代を担う児童に対する租税教育は重要であるとの認識のもと、「静岡税務署管内租税

教育推進協議会」の構成員として、小学生租税教室、税金スタンプラリー（夏休み親子税

金教室）、ｅ－Ｔａｘ杯小学生ＰＫ大会(青空税金教室)、税に関する絵はがきコンクール

の開催に積極的に取り組みます。ほか、改正税法研修会、シリーズ税務・実務研修会、新

社会人に対する税の研修、新設法人説明会等を開催します。 

（２）当会並びに東海税理士会静岡支部、静岡青色申告会、静岡納税貯蓄組合連合会、静岡間

税会及び静岡酒類行政連絡協議会で組織する「税務連絡協議会」へ参画し、税を考える週

間行事（税の広場を開設し、税の作品展示・表彰、税に関する啓発広報冊子・広報グッズ

等の配布）を実施するほか、申告納税制度を推進し、税務行政に協力寄与します。 

（３）広報誌（ほうじん静岡）、全法連情報誌（ほうじん）及びホームページによる税情報の

発信並びに税に関するリーフレットやパンフレットの配布による広報活動を実施します。

また、企業の税務コンプライアンス向上のための「自主点検チェックシート・ガイドブッ

ク」を配付して活用促進に取り組みます。 

（４）前記活動を通じて、「消費税の期限内納付推進」、「電子・スマホ申告・電子納税システ

ムの利用推進」、「マイナンバー制度の定着化推進」に取り組みます。 

２ 税制に関する提言事業 

「今後の望ましい税制のあり方」を基本テーマとして、税制委員会において改正要望を 

取りまとめ、県連税制委員会、全法連税制委員会を経て決議される「令和 7年度税制改正要



 

 

望」について、関係省庁、各政党に対して提言活動を行います。 

当会では、静岡市長、市議会議長及び管内国会議員への提言活動を分担実施します。 

３ 地域企業発展事業 

地域中小企業のニーズに合わせて、実務セミナー、時局講演会、新入社員研修会等を企画

し開催します。 

４ 地域貢献事業 

広く市民に開放した講演会・セミナーを開催するほか、地域イベントへの協賛、地域社会

への寄付・寄贈、インターネットセミナーのサービス提供等を行います。 

 

《 収益事業等・その他 関係 》 

１ 収益事業 

法人会の自主財源確保とともに会員のニーズに沿ったサービスの提供として、生活習慣病

予防検診の斡旋事業等を行います。 

２ 福利厚生事業 

会員企業の経営基盤を安定させ、法人会の「組織基盤」と「財政基盤」強化にも貢献する

福利厚生制度について、厚生委員会と本会・支部役員、青年部会、女性部会が一丸となり、

協力保険会社３社との連携強化を通じて、利用率の拡大を目指して事業を推進します。 

３ 会員支援・交流事業 

（１）会員向け講演会やセミナー、大規模法人研修会、視察研修会を開催します。 

（２）連携融資制度、貸倒保証制度、人間ドック法人会コースの利用を促進します。 

（３）「法人会メリットカード」について、特約店を増やし“会員特典”をより多く活用して

もらえるよう、利用促進を図ります。 

（４）カルチャー教室の斡旋、新年賀詞交歓会、新春映画鑑賞会、委員会・支部・部会の会議

や情報交換会の開催など、会員のニーズに沿った事業を推進します。 

４ 組織の充実・強化 

 （１）会員増強活動 

当会の「組織基盤」及び「財政基盤」を強化・安定させるため、組織委員をはじめとし

て、役員、支部、部会のほか、協力金融機関、協力保険会社が一体となって、会員数の実

質増加を目指し、各組織が目標を設定して会員増強活動を推進します。 

 （２）支部活動・部会活動の充実 

   支部会員や部会員の行事参加者を増やし、組織の活性化・拡大に繋がる事業企画を創意工

夫し、開催していきます。 

（３）コンプライアンス、ガバナンスを保持し組織基盤の充実・強化に資するため、諸規則や

事務管理・事務運営の改善に常に努力します。 
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県連理事会
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      単位(円)

当年度 前年度 増　減 備考

Ⅰ
1

(1) 経常収益
基本財産運用益 1,000 1,000 0
　基本財産受取利息 1,000 1,000 0
特定資産運用益 2,000 2,000 0
　特定資産預金利息 2,000 2,000 0
受取会費 31,170,000 31,560,000 △ 390,000
　会員会費収入 31,170,000 31,560,000 △ 390,000
事業収益 7,500,000 6,500,000 1,000,000
　福利厚生事業収益 300,000 300,000 0
　会員親睦事業収益 7,200,000 6,200,000 1,000,000
受取助成金等 29,639,281 28,967,148 672,133
　受取県連補助金等 1,756,681 1,729,248 27,433
　全法連助成金振替額 27,882,600 27,237,900 644,700
受取負担金 5,555,000 5,074,000 481,000
　部会受取負担金 5,555,000 5,074,000 481,000
受取寄付金 50,000 50,000 0
　募金収益 50,000 50,000 0
雑収益 802,000 802,000 0
　受取利息 2,000 2,000 0
　雑収入 800,000 800,000 0
経常収益計 74,719,281 72,956,148 1,763,133

(2) 経常費用
公益目的事業会計 35,030,972 35,172,010 △ 141,038
　給料手当 14,317,502 14,543,500 △ 225,998
　退職給付費用 590,000 590,000 0
　福利厚生費 2,876,250 2,690,400 185,850
　会議費 720,000 720,000 0
　旅費交通費 1,163,000 1,166,540 △ 3,540
　通信運搬費 3,321,900 3,321,900 0
　減価償却費 0 67,850 △ 67,850
  消耗什器備品費 265,500 265,500 0
　消耗品費 336,500 336,500 0
　印刷製本費 2,363,800 2,363,800 0
  水道光熱費 165,200 165,200 0
　賃借料 2,778,900 2,778,900 0
　諸謝金 3,500,000 3,500,000 0
　支払負担金 216,000 216,000 0
　委託費 268,000 297,500 △ 29,500
　会場費 1,200,000 1,200,000 0
  事務所管理費 848,420 848,420 0
　支払手数料 20,000 20,000 0
　雑費 80,000 80,000 0
収益事業等会計 29,381,791 26,995,370 2,386,421
　給料手当 4,610,721 4,683,500 △ 72,779
　退職給付費用 190,000 190,000 0
　福利厚生費 926,250 866,400 59,850

科　　　 目

令和6年度収支予算書 
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

【一般正味財産の部】
【経常増減の部】

 



 

 

　会議費 3,500,000 3,500,000 0
　旅費交通費 433,000 434,100 △ 1,100
　通信運搬費 1,207,900 1,207,900 0
　減価償却費 0 21,850 △ 21,850
  消耗什器備品費 85,500 85,500 0
　消耗品費 216,500 216,500 0
　印刷製本費 1,035,800 1,035,800 0
  水道光熱費 53,200 53,200 0
　賃借料 894,900 894,900 0
　諸謝金 500,000 500,000 0
　支払負担金 250,000 250,000 0
　委託費 288,000 297,500 △ 9,500
　会場費 200,000 200,000 0
　広告宣伝費 60,000 60,000 0
  会員交流費 14,281,800 11,850,000 2,431,800
  事務所管理費 273,220 273,220 0
　支払手数料 25,000 25,000 0
　雑費 300,000 300,000 0
　支払寄付金 50,000 50,000 0
法人会計 12,731,987 12,784,580 △ 52,593
　給料手当 5,338,727 5,423,000 △ 84,273
　退職給付費用 220,000 220,000 0
　福利厚生費 1,072,500 1,003,200 69,300
　会議費 800,000 800,000 0
　旅費交通費 154,000 155,320 △ 1,320
　通信運搬費 530,200 530,200 0
　減価償却費 0 25,300 △ 25,300
　消耗什器備品費 99,000 99,000 0
　消耗品費 77,000 77,000 0
　印刷製本費 620,400 620,400 0
　光熱水道費 61,600 61,600 0
　賃借料 1,036,200 1,036,200 0
　租税公課 2,000 2,000 0
　支払負担金 950,000 950,000 0
  委託費 44,000 55,000 △ 11,000
　渉外慶弔費 100,000 100,000 0
　表彰費 330,000 330,000 0
　事務所管理費 316,360 316,360 0
　支払手数料 380,000 380,000 0
　雑費 600,000 600,000 0
経常費用計 77,144,750 74,951,960 2,192,790

当期経常増減額 △ 2,425,469 △ 1,995,812 △ 429,657
2

(1) 経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用計 0 0 0

0 0 0
3 80,000 80,000 0
4 △ 2,505,469 △ 2,075,812 △ 429,657

72,715,559 74,651,339 △ 1,935,780 ※
70,210,090 72,575,527 △ 2,365,437

Ⅱ
　受取全法連助成金 27,882,600 27,237,900 644,700
　一般正味財産への振替額 △ 27,882,600 △ 27,237,900 △ 644,700

Ⅲ 70,210,090 72,575,527 △ 2,365,437

※ 正味財産期首残高は決算確定額に置き換え　総会資料並びに予算として
執行させていただきます。

経常外増減額

【経常外増減の部】

【法人税事業税等】
【当期一般正味財産増減額】

【指定正味財産増減の部】

【正味財産期末残高】

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

 



 

 

令和７年度税制改正要望 

 

総 論 

新型コロナウィルス感染症が５類移行後、消費者の信頼感が徐々に回復し、内需が持ち直し

ている一方で、一部の業種や地域ではまだ厳しい状況が続いており、特に円安による原材料・

燃料・電気代の高騰により、価格転嫁が不充分の中小製造業などの影響が大きいと言える。国

際情勢の不透明さや物価の上昇などのリスクも依然として存在する。これまでの感染拡大で疲

弊した経済を立て直すには、官民が力をあわせ、感染対策と経済活動の正常化を両立していか

なければならない状況である。 

また、政府の月例経済報告では、「景気は、このところ足踏みもみられるが、緩やかに回復し

ている。」と発表され、先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果も

あって、緩やかな回復が続くことが期待されるとしているが、世界的な金融引締めに伴う影響 

や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れや、中東地域をめぐる情勢が我が国の景気を

下押しするリスクとなっている。また、物価上昇による個人消費の冷え込み、すべての業種に

おける人手不足、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令和６年

能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要がある。 

こうした中発表された令和 6 年度税制改正大綱では、賃金上昇が物価高に追いついていない

国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す

観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や賃上げ促進税制の改正が行われている。ま

た、資本蓄積の推進や生産性の向上により、供給力を強化するため、戦略的分野国内生産促進

税制やイノベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化

のための措置を講ずる。加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等を行

うともに、地域経済や中堅・中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る

計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等を行うなどの対応が検討項目に

上がっている。また、扶養控除等の見直し、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の検

討が行われるなど、踏み込んだ措置が講じられるなど一定の評価はできるものの、コロナ禍で

疲弊した地域経済と雇用を担う中小企業の活性化が不可欠でありさらなる大胆な改正が求めら

れるとともに増税論議の前に行財政改革の検討も行う必要がある。   

また、日本の財政状況は、コロナ禍で再び多額の国債発行が積み重なり歴史的にも国際的に

も最悪の水準にあり、歳出削減や消費税増税でカバーできるものではない。財政の健全化を推

し進めるためには、日本企業の 90％以上を占める中小企業の成長なくしては有り得ない。 

法人会は、税のオピニオンリーダーとしての自覚を発揮し、活力ある中小企業の復活に向け

た税制改革を希求し、地域の経済・雇用を担っている中小企業の持続的、安定的な成長を後押

しすべく、また税制の改正を通じて、少子化対策を推進し、子育て世帯の負担を軽減し、子育



 

 

てを支援する仕組みを整えることが必要である。以上の点から、令和 7 度の税制改革にあたっ

ては、中小企業における抜本的な税制改革と国民がわかりやすいシンプルな税制制度の確立と

事業承継税制・相続税の負担軽減を重点項目として次の通り要望する。 

 

法 人 税 関 係 

企業を取り巻く環境は、新型コロナウィルス感染症の５類移行による経済活動への対応、ま

た、産業構造の変化や法制度の変化に伴って変わり続けている。さらには、働き方改革やコロ

ナ禍以降の雇用形態等の変化や原価高騰などあり、特に地域経済を担う中小企業が不活性化す

る悪循環を生じている。 

そのためには、国際競争力の強化、外国資本の日本への投資促進、中小企業の活性化の観点

等からさらに大胆に法人税制の見直しを図るべきである。 

その見直しに当たっては、地域経済の柱となり雇用の大半を担っている中小企業に十分配慮

し、中小企業の活性化に資する税制措置を本則化するとともに、成長戦略の一環として制度の

拡充をすべきである。 

１ 中小企業者等の軽減税率の適用 

中小企業者等に適用される軽減税率の特例 15％を時限措置ではなく、本則化する。また、

昭和 56 年以来、800 万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を 1,600 万円にま

で引上げるなど、担税力の弱い中小企業者等への配慮を要望する。 

２ 同族会社の留保金課税の全面的廃止 

平成 19年度改正で、中小企業者等における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃された。

しかし、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、引き続き廃止を求める。 

即時廃止ができないのならば、適用除外とする中小企業者等の判定基準である資本金の額

を「1億円以上」から段階的に上げていくよう求める。 

３ 交際費課税の見直し 

交際費は、企業活動にとって必要不可欠の経費であり、課税することは経営上の経費性を

否定するものである。企業の規模に拘わらず、原則的に全額損金算入とすべきである。 

また、社会慣習上その支出を避け難い慶弔費などは交際費とは別に損金算入を認めるべき

である。 

４ 減価償却制度の改善 

（１）耐用年数の短縮 

国際競争力向上のため、さらに見直しを進め欧米先進国並みの耐用年数にすべきである。 

（２）取得価額 30 万円未満の資産を一律少額減価償却資産とし、企業規模に拘わらず、一時

の損金算入とすることを要望する。 

５ 役員給与の損金算入の拡充 

（１） 役員給与の原則損金算入 

現行制度は役員給与の損金算入が限定されており、特に報酬等の改定には厳しい制約 

が課されている。役員給与は、本来、職務執行の対価であり、原則損金算入できるよう見

直すべきである。 

（２） 業績悪化改定事由により役員報酬を減額した後増額した場合の原則損金算入 



 

 

コロナ禍の中業績に苦しむ企業が多数あることから業績悪化改定事由により役員報酬を

減額改定した後、経営環境の改善等から当該事業年度中に役員報酬を改定前の額に戻した

場合、その増加部分について原則損金算入できるよう見直すべきである。 

（３） 同族会社の利益連動給与損金算入の適用 

前記（１）が実現するまでは当面の措置として、経営者の経営意欲を高め、企業活力を

与える観点から、同族会社における役員の利益連動給与についても、一定の要件のもと、

損金算入を認めるべきである。 

6   寄付金課税の見直し 

寄付金については、高齢化や環境問題への対応、芸術文化活動への支援などで企業の果た

す役割はますます重要性を増している。このため指定寄付金の認可条件を緩和するとともに、

一般寄付金の非課税枠の拡大を求める。 

７ 退職給与引当金の損金算入 

各企業の使用人の退職に備えるため、退職金の自己都合要支給額の40％を累積限度額とし

て損金算入を認めるべきである。 

８ 賞与引当金の損金算入 

賞与引当金は、潜在的には各月に発生する未払い費用としての性格を有していることから、

その繰り入れについて損金算入を認めるべきである。 

９ 借地権課税 

相当の地代認定基準、概ね「年 6％」程度については、地代の収益状況及び金利水準の変

化に応じて見直しを行い、当面「年 2％」程度に引き下げを求める。 

10 申告書の提出期限 

会社法上の諸手続を含めた決算事務を 2 ヶ月以内に完了することが困難であるため、法人

税の確定申告の提出期限を事業年度終了後 3ヶ月以内とするよう求める。 

11 災害見舞金への課税免除 

激甚災害法の指定を受けた地域内にある取引先に対する災害見舞金等は損金算入を認める

べきである。 

 

所 得 税 関 係 

国民全般に税に関心を持たせ、税の公平性を保つ意味から課税最低限度額を引き下げるとと

もに、“広く担税力に応じた税率構造”の税制を実現すべきと考える。 

これにより現行に比べて不利益となる低所得者層については、別途、社会保障面での対応を

考慮することを提案する。 

１ 源泉所得税の納期限 

平成 24 年度改正において、源泉所得税の納期の特例については１月の納期限が 20 日に延

長されたが、年末調整事務や年末年始の休暇等の特殊事情を考慮し、全ての徴収義務者につ

いて 1 月の納期限を末日とすべきである。 

 ２ 源泉所得税事務の簡素化 

   年々源泉徴収事務(特に年末調整事務)が複雑化しており、源泉徴収義務者の事務負担に配

慮した税制改正(給与所得控除・基礎控除等の各種控除を簡素な制度とする)を要望する。 

３ 不動産所得の負債利子の損益通算の認容 



 

 

土地等に係る負債利子は、不動産所得の計算上生じた損失がある場合に、他の所得との損

益通算が認められていないが、これを認めるべきである。 

 

相 続 税・贈 与 税 関 係 

我が国企業の大部分を占める中小企業は、地域の経済と雇用を担い、日本経済の根幹を支え

る重要な存在である。その中小企業が相続税等の資産課税の負担により事業が承継できなくな

るような事態は絶対に避けなくてはならない。 

平成 25 年度の税制改正、さらには平成 30 年度の税制改正において非上場株式に係る相続税

と贈与税の納税猶予・免除制度の使い勝手を高める改正が行われたが、事業用資産を一般資産

と区分して、事業用資産の課税を免除する等の欧米諸国並みの本格的な事業承継制度を確立す

べきである。 

また、今後高齢化に確実に向かう社会において、高齢者が保有している金融資産や住宅資産

等を若年世代に回し易くしていくことを税制が導いていくことで、社会を元気にし、経済の活

性化を図ることに大きな貢献があると考える。 

 

1 相続税の課税強化の見直し 

国際的に見て、平成 25 年度税制改正(平成 27 年 1 月より施行)まで租税負担率が主要各国

と同水準にあった相続税は、総体としては従来の負担率を保つべきであり、基礎控除は、平

成 25年度税制改正前の水準に戻すべきである。 

２ 事業用資産への課税軽減 

事業に資する相続税・贈与税については、事業従事を条件として他の一般財産と切り離し、

課税を大幅に軽減するよう求める。 

特に非上場株式の評価については、事業承継の観点と流動性が低いことからも株式評価 

を低減するよう求める。 

３ 相続財産からの控除 

相続開始後に発生する相続に伴う費用（遺言執行費用、税理士・弁護士報酬等）は、相続

税の課税財産から控除する。 

４ 被相続人の保証債務の弁済 

相続後の一定期間内に保証債務の履行があり、その求償権の行使が不能の場合、更正の請

求ができるようにする。 

５ 財産評価 

現在の財産評価方法は大部分が通達委任で運用されており、その運用解釈次第では必ずし

も公平とはいえない取扱いが生ずる。 

また、不動産の評価については同じ資産価値を測るものに地方税の固定資産税評価額があ

るが、国税の評価額と一元化して客観的にも理解し易いものにすることが必要である。 

そのために、法律でしっかりと財産を評価する仕組みを定め、国も地方も民間も利用活用

できるものにするべきである。 

 ６ 贈与対象者の拡大 

「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」及び

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」については、贈与者に直系卑属がいない



 

 

場合は、甥・姪に対する贈与にも適用できるよう対象を拡大すべきである。 

 

 ７ 課税最低限と税率構造の見直し 

高齢者から直系の若年世代への生前贈与は、今年度の税制改正大綱で、「資産移転時期の

選択により中立的な税制の構築」として一部見直しが行われた。 

しかし、現行の一般贈与の非課税枠１１０万円を大幅に拡大するなど、大胆に税率構造を

緩和し基礎控除等を見直すなど、贈与税の体系に総合的な検討を加える中で、事業承継の負

担軽減や資産移転による若年世代の消費意欲を喚起し緊急経済対策としても有効となるよう

さらなる工夫が必要である。 

 

消 費 税 関 係 

   令和元年 10 月の消費税率の引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されたが、適用品目の

線引きが極めて難しく、制度が複雑化して事業者及び税務行政現場の事務負担を増大させて

いる。 

また、令和５年 10月からインボイス制度が始まったが、企業にとってはインボイス制度に

対応するための事務負担等(経過措置、個別対応方式の処理、電子申告義務化、登録事業

者・免税事業者への対応等)が大きくなっている。 

消費税は、本来、広く薄く財源を求める間接税であり、そのことに存在意義があり、逆進

性云々を問題にすると特質が失われる。 

課税は課税で、できるだけシンプルな制度にし、低所得者対策とは切り離すのが望ましい。 

１ 確定申告書の提出期限 

消費税の確定申告書の提出期限は、前述の法人税の確定申告書の提出期限に合わせ、課税

期間終了後 3か月以内とする。 

２ 各種届出書の提出期限 

消費税の各種届出書の届出内容は、消費税の申告・納付する上で、納税者にとって重要な

事項であるが、現行の提出期限（課税期間の開始日の前日）までに、その判断を適切に行う

ことは困難な場合が多いので、消費税の前課税期間の確定申告書の提出期限まで延長する。 

 

印 紙 税 関 係 

印紙税については、電子取引の拡大や手形決済減少など、取引慣行の変化に伴い、課税根拠

が希薄化している。文書作成の有無による課非は公平性を欠くので廃止すべきである。 

 

地 方 税 関 係 

国と地方の役割を見直し、その役割分担に応じたいわゆる三位一体の改革が実行に移されつ

つあるが、これは行財政改革つまり地方行政の効率化に寄与するものであり、単なる地方自治

体の財源強化論であってはならない。最も重要なことは地方自治体の行財政改革による歳出削

減であり行政の効率化である。このことを強く要請し、併せて地域社会の活性化に寄与する税

制を要望する。 

１ 固定資産税の改革 

（１）評価額が下がった場合には、必ず課税標準額に反映させ税額も下がるように課税構造を



 

 

改善する。 

（２）土地及び家屋に係る固定資産税の軽減 

居住用家屋については、再建築価格方式でなく、経過年数に応じた評価方法に改める。 

宅地と事業用地については、資産の収益力に着目した収益還元価額を課税標準額とする

よう改める。また、事業用地については、居住用宅地に準じた負担軽減措置を設ける。 

（３）土地の評価については、各省庁のそれぞれの目的による複数の評価額が併存しているが、

客観的で理解しやすい評価の仕組みを法律でしっかりと定めて評価体制を一元化し、固定

資産税評価もこれによることとするべきである。 

（４）地震対策税制の拡充、拡大、延長 

平成 18年度に耐震改修促進税制が創設され、住宅について一定の耐震改修工事を行った

場合、固定資産税が減額されているところであるが、耐火改修工事も対象とするよう拡充

し、対象建物を住宅以外にも拡大するとともに適用要件を緩和し、適用期間を延長してよ

り利用し易い制度に改善する。 

（５）法人の償却資産の申告期限の改正等 

償却資産の評価に当たっては、納税者の事務負担軽減の観点から、法人税の減価償却資

産と連動させ、賦課期日を各法人の事業年度末とし、申告期限は法人税の申告期限と同一

とする。 

 

２ 法人事業税の改革 

（１）超過課税の撤廃 

地方税は、標準税率を超える高い税率による課税ができることになっているが、特定の

企業を対象に超過課税を行うのは公平に反するから、早期に廃止する。 

（２）外形標準課税のあり方 

法人税率引き下げの代替え財源として、大法人に対する外形標準課税が拡大されたが、

適正な課税を実現するために外形標準に何を求めるのかを、今後も慎重に検討するととも

に、地方税制における改革の一環として位置付けることが必要である。 

中小企業への拡大はなかったが、大法人に比べて欠損法人の割合が大きく担税力にも乏

しい中小企業には将来にわたって課税拡大すべきではない。 

また、付加価値割の算出について、事務労力を削減する上でも均等割のように企業の従

業員数に応じて課税するなど、できるだけシンプルな制度にすべきである。 

（３）申告納税手続き 

二つ以上の地方自治体に事務所または事業所を有する法人の法人事業税・住民税の申告

納税は、本店所在地において一括して行うことができるようにする。 

３ 事業所税の廃止 

事業所税は、事業所の床面積・支払給与総額などを課税標準とする税で、固定資産税と重

複しており、また課税地域が限定されているため廃止すべきである。 

４ 住民税の見直し 

（１）法人住民税の均等割の細分化 

資本金 1,000 万円から１億円の区分を細分化する。 

（２）個人住民税の所得控除額の簡素化 



 

 

税制の簡素化の見地から、個人住民税の所得控除額を所得税の控除額と同額にすべきで

ある。 

（３）個人住民税の特別徴収について一括納入制度の創設 

納入先市町村が複数ある場合の個人住民税の特別徴収は、特別徴収義務者の管轄する市

町村で一括納入、かつ、電子納税できるようにする。 

また、併せて地方税の申告書・納付書の規格、様式の統一を図る。 

 

そ の 他 

 １ マイナンバー制度の推進、早期定着化 

   カードの普及は、マイナンバー制度の利用拡大と行政手続きの簡素化及び行政機関のコス

ト削減のためにも急がれる。今後のカードの普及促進・利用促進のため次の事項を要望する。 

（１）カードを利用した場合のメリットを広く周知すること。 

（２）マイナンバーカードと登録された電子証明書で異なる有効期間を統一し、加えて有効期

限の延長・更新費用を無償とすること。 

（３）導入時から懸念される個人情報の漏洩対策を実施し、不安解消のために国民に詳しく説

明すること。 

 （４）制度推進に当たっては、事業者に急激に加重な事務負担を課さないよう配慮すること。 

 ２ 将来の税制改正において、企業のデジタルトランスフォーメーション及びカーボンニュー

トラル等の税法改正や様々な制度導入に向け、その税法・制度設計が複雑化することのな

く、簡素化した制度となるよう配慮すること。 

   また、重大な税制改正等の場合は、充分な工法（納税者にわかりやすい制度設計）と広報

を確実に行い納税者の準備期間の確保をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


